
酒田市における公金債権の滞納整理について

平成２７年１１月１６日（月）

酒田市総務部納税課滞納整理室

～ 日本海と鳥海山に囲まれた港町 ～

④



これまで山形県と酒田市が行った公共サービス改革の参考例

【民間資金と活力を活かした地域貢献型事例】
2005年に県営団地と酒田市琢成学区コミュニティ
防災センター及び民間デイサービス・託児施設を合
築した、地域貢献型ＰＦＩ方式で整備している。

【民間経営手法を導入した事例】
2008年に県と市が共同で設立した「地方独立行政
法人山形県・酒田市病院機構」は、全国で初めての
非公務員型の地方独立行政法人となった。

資料：地方独立行政法人
山形県･酒田市病院機構ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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１ 滞納整理室の新設と担う役割
（１）滞納整理室の経緯
○ 市全体の歳入確保に向けて全庁的な組織があり、その本部会議の中で、「担当課では徴収困難
な滞納事案に対する一元的組織の必要性」について意見が出され、事務局での調査・検討がなさ
れた。

名 称 酒田市市税等収納率向上特別対策本部 会議内容

本部長 副市長 本部員 関係部長９名
・本部会議年２回開催

・税及び税外収入の収納率向上に向けた取組
幹事長 納税課長 幹 事 関係課長８名

事務局 納税課

○ その結果を踏まえて、平成２６年度に滞納整理室を設置。
将来的には、すべての市債権について徴収困難な滞納事案の解消を図っていく方向付けも検討
していく。
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○ 事務分掌は以下のとおり。

課 室／係 分 掌 事 務

納税課
(課長・課長補佐)

管理係（職員５名） 納税係（職員９名・国保相談員４名）

滞納整理室
（職員６名）

(1)市税、個人県民税及び公課
の滞納整理〈高額及び徴収
困難な滞納者に限る。）に
関すること。

(2)滞納処分の執行停止に関す
ること。

(3)徴収猶予、換価猶予及び納
税義務消滅に関すること。

(4)徴収に係る諸申請及び調査
に関すること。

(5)滞納に係る差押え及び解除
に関すること。

(6)公売事務に関すること。
(7)交付要求に関すること。
(8)納付相談に関すること。
(9)公示送達に関すること。
(10)徴収の嘱託及び受託に関す
ること。

(11) 現金受払及び証券納付に関
すること。

(12)債権管理に関する各課への
指導、助言及び連絡調整に関
すること。
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（２）滞納整理室の方針
○ 市税滞納整理のノウハウを税以外の公金債権に生かす。
納税課における市税差押処分による取立額は以下のとおり。この実績を踏まえ、そのノウハ
ウを生かすことで市全体の収納額確保による未収金の削減に取り組む。

1,538 万円
1,960 万円 2,162 万円

3,731 万円

5,382 万円

0 万円

1,000 万円

2,000 万円

3,000 万円

4,000 万円

5,000 万円

6,000 万円

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

[納税課 ]滞納処分による換価･配当額の推移 地方自治体における債権

区 分 滞納処分
の可否

【地方税】市県民税・固定資産税・軽自動車
税・国民健康保険税・法人市民税 ○【公債権】

①強制徴収公債権…保育料・介護保険料・
下水道受益者負担金等

②非強制徴収公債権…児童手当・生活保護費返
還金・市民会館施設使用料等 ×

【私債権】市営住宅使用料・水道料・給食費等

（３）滞納整理室で扱う公金債権
○ 結果を出すために、徴収困難な事案だけを集約かつ市税同様のノウハウが生かせることを前提
とした。

① 市税では、滞納額が１００万円以上かつ徴収困難な事案
② 強制徴収公債権の内、滞納額３０万円以上かつ徴収困難な事案
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２ 平成２６年度の取組結果について

㋐移管を受けた
滞納額

（㋑+㋒）
㋓収納額

㋔執行停止額㋑分納及び自主
納付額

㋒滞納処分による
換価配当額

①税債権
６９２，９５０

１００％
４０，５４２

５．８％
５１，２０６

７．４％
９１，７４８
１３．２％

１８０，３０９
２６．０％

②税外債権
（保育料、介護保険料、
後期高齢者医療料、下
水道受益者負担金）

６６，９０６
１００％

６，３０４
９．４％

２，２８２
３．４％

８，５８６
１２．８％

１８，７４９
２８．０％

合計額（①＋②）
７５９，８５６

１００％
４６，８４６

６．２％
５３，４８８

７．０％
１００，３３４

１３．２％
１９９，０５８

２６．２％

（１）滞納整理室の収納実績

（単位：千円）
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（２）得られた成果

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

２５年度

２６年度

万

債権合計 税債権 税外債権

① 債権合計額の収納額前年度比較（試算）
全体で ３．７倍 ７，２１８万円の増加
税外債権では ６．４倍 ５３９万円の増加

※介護保険課分を除いた試算額
② 課題となっていた大型不動産公売

落札額 ４，１３０万円
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３ 今後の課題と取組

その３．債権管理の適正指導とデータの一元化
○ 各課では、法令規則などに不慣れなまま、事務処理を行っている例がみられた。より事務に即したマニュア
ルの整備を図り、実務担当者向けの研修会の開催・個別事案での助言・指導を行っていく。

○ 各課の債権管理は基幹系情報システムのほか、手書き台帳、表計算ソフト、別の収納管理システムなどバラ
バラとなっている。
データ管理の一元化には多額のコストがかかり、システムの変更には、各部局の同意が必要。

その２．非強制徴収公債権と私債権の取扱
～ 弁護士の活用 ～
○ 現在の滞納整理室の体制はあくまで課内組織であり、自力執行権がなく対応が異なる公金債権を扱う場合に
は限界がある。今後、嘱託による弁護士の活用を検討していく。

○ 裁判所とのやり取りなど弁護士の方がスムーズ。職員が訴えられるリスクを減らすことにもつながり、職員
管理の面からもメリットがある。

その１．なお残る滞納額への対応
〇 ２７年度に新たに移管を受けたものを含めて、現在約７億円の滞納額を扱っている。
〇 滞納額の中には、継続した納付が期待できるものもあるが、適正かつ迅速な滞納整理が必要となっている。

（１）滞納整理室の課題と取組
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（２）市全体の課題と取組
○ 平成１８年度と比較し取立額は６倍となっているのに対し、収納率は当時の水準に回復して
いない。地域経済の状況などの影響もあり、強制徴収だけの滞納整理には限界がある。
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91.00%
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92.00%
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7,000 万円
8,000 万円
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10,000 万円
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[納税課]滞納処分による換価･配当額と収納率の推移について

取立額 収納率

☞
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※ 取立額＝滞納処分による換価・配当額

大型不動産の落札

経営所得安定対策交付金の差押に着手

預金・保険の集中調査
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名 称 内 容

①コンビニ収納
（平成２５年から実施）

□ 市中銀行、東北の郵便局でも使用可能。
□ ３０万円以下の各税及び使用料等。
㋐市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国
民健康保険税

㋑下水道受益者負担金、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
市営住宅・駐車場使用料

□ 利用者の６割が土日や金融機関を利用できない時間帯での利用と
なっている。

□ 深夜早朝(０～５時)に延べ14,400件の利用あり。

②市税等ＷＥＢ
口座振替受付サービス

□ 市のホームページ、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末
から口座振替の申込みができるサービス。全国で２例目。

□ 平成２６年度に、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画
税、軽自動車税、国民健康保険税、平成２７年度からは保育料も受
付開始。

○ いつでも・どこでも納付や手続きが容易にできるように納付環境の整備も併せて実
施している。



【資料１】

平成26年8月27日

山形新聞掲載記事
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【資料2】

山形新聞

ホームページ
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